
理 学校経営研究の今日的課題

学校経営研究になける「計画論」の問題

万く 間 ！瞭

1. 学校経営研究になける計画論の位置

学校経営計画論の試論的考察を本研究誌の第 1巻で行ったが、その意図は、これまでのわが国

の学校経営研究の歴史Kないて、計画論の研究がほとんどなされてこ左かったことを問題とし、

それが何故取りあげられないで今日K至ったのかを吟味する必要を考えたからである。学校経営

の今後の展開にあたって、計画論の解釈と位置づけが重要在意味をもっと思われるので、本論稿

Kおーいていま一度、計画論の学校経営 Kなける問題牲を検討することにしたい。今回は、計画論

む学枕経営研究レてなける位置と課題性Uてついて中心的K論述すること K焦点を卦くとする。

学校経営計画とは伺かKついては先述の試論で一応の回答を用意した。す左わち、学校経営計

画とは、「教育目標を達成するために、ある特定の期間Kわたる学校の経営組織や運営のあり方

をその中に含みながら将来の学校経営の諸活動Kついて．学校全体の立場から総合的な計画を

設定することである」（注 1 ）と規定した口学校経営計画論は、以上の学校経営計画の意義、内

容、方法、課題等を論究して学校経営K全けるその科学的左位置と役割を明らか托して、学校経

営の改善に資する性格のものである。

学校経営計画論Kついては、研究的意味Kないては、従来全くといってよいほど論究されて来

なかったため、それがどのようなものなのか、依然、として不明である。とりわけ計画の対象領域、

内容等については確定しえ左い、といわれる。まずこの疑問K対して回答してなか左ければ左ら

？をレ'o

経営計画論が、果たして全くこれまで論じられ左かったのか、といえば研究的性格の幅を拡大

して考えれば、少数ではあるが行われてきた例もある。学校現場K卦ける計画案作成をめぐるね

らいや方法などのきわめて技術的実践的意味での計画を対象とした論議のものを別として、やは

り研究的意味で注目されるものは少左いのだが、 1伊jをあげれば、伊藤和衛、佐々木渡「新版学

校経営管理」、高段社がある。その中で、総論の第 3章、各論の序章が学校経営計画についてあ

てられている。本書はもともと書名が示すよう K、学校経営の概説書であって、経営計画Kつい

て焦点づけてまとめられたものではない。学校経営諸問題の中の一環として経営計画の必要を指

摘したという性格が強いが、計画の重要さを論じている点が注自される。

そとでは、「学校の経営管理と計画との関連Jで総論的K経営計画を教育課程の編成、教育自

標の設定との関係、にないてとり扱って、これまでの経営計画のあり方Kみられる問題点を論じて
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いるロ学校経営計画の具体的諸相については、各論に移って「学校経営計画の樹立Jをめぐる諸

点として、学校経営Uてお、ける計画の必要性、経営計画の機能、経営計画の教育目標との関連性等

（！［論及して、経営計画設定への道すじを論じている。

それらの中で学校経営計画については次のように述べられている。どんな学校K も学校経営の

各慣IJ面K関する管理の事実は各る。けれどもそれらは慣行的ないし経験的左管理の事実であって、

学校の教育目標Kつ7をがっている体系的したがって計画的左管理在のではない。学校経営の効率

的観点から全般的な経営計画がたてられるべきであるという。しかも教青課程計画を核とした学

校全体の経営計画が必要であれ教育課程計画はあっても全般的左経営計画が在いという状況を

検討する必要があるとしている。（注2 ) 

学校経営計画は教育目標達成の手段である、という立場から、そこでは今日の教育課程の編成

実施、その結果としての教育目標達成を課題として経営計画のあり方を考えるという方向を強調

する。各論の「学校経営計画の樹立jでは、それが方法論的Kさらに具体的K述べられているが、

これまでの学校経営の実際をみると、明確な経営計画をもた左いで慣行的K行われてきている事

実があり、それを改めて学校経営をしっかりした計画のもとK押し進めていくことが課題である、

としている。 （注 3 ）プレトン（ P.P.Le Breto n入へンニッヒ CD.A.Hennig) 在

どの論を引用して、経営計画の機能を考察し、アレン（ Lou i s L. A 1 1 en ) VCよって経営計

画樹立Kあたっての留意点等を指摘する。（注4 ）総じて、経営計画は、教育目標の効果的達成

をめざして立てられるものであって、学校経営の全分野全領域が目標達成K何らかの役割を果た

すよう K、さらK各分野各領域が有機的K結び合って全体の目標を達成するように設定されなけ

れば左らない、（注 5）と論じている。

以上が伊藤・佐々木両氏Kかける学校経営計画K関する論述の焦点托在っているところである。

乙れまでの学校経営の実際K卦いて計画のとらえ方が、あいまい托されてきた点を明らかKし、

今後の課題を指摘していることを見逃がぜ左い。すでに本誌第 l巻で指摘したように、わが国の

学校経営研究托ないて、学校経営計画Kついて論究したものが意外なほど少ない事実を考えあわ

せると、上記の伊藤・佐々木氏らの主張は重要在意味をもっといえよう。このほか佐々木渡編、

「近代化をめざす学校経営計画と展開」一一第 1・小学校編、第 2・中学校編一一（明治図書、

昭. 3 9 ）があるが、学校経営計画をすでK述べたよう左基本的考え方K立って経堂計画の具体

的諸側面を実際的Kまとめたものとして位置づけるととができるだろう。しかし、いずれKしで

も、わが国の学哲雄営研究K卦いて、とれまで経営計画についてまとまった研究成果といえるよ

うなものはきわめて少なし今後の研究分野として残される課題領域であるといわなければ左ら

在 1い。

乙乙K事例としてあげたものに代表されるものふ厳しく見れば、学校経営計画論を総合的K

検討し研究的に体系化したものとはいいがたい。つまり実際的具体的意義をもち、その有効性を

新国できるとしても、学校経営学の体系民公いて計画論の位置や性格が左b明確にされなければ

左ら左い諸領域を残しているのである。学校経営研究Kなける経営計画の意義氏ついては、かな
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り論述されているが、なな学校経営の全体構想、氏関しては、人Kよって把握の仕方K相違もあり、

学校経営の内部的左経営計画の把握として終始せざるを得左い側面をもち左がらも、教育の総合

的計画論的関速に公いて考究されなければなら左い問題領域Kついて、十分な配慮が在される必

要があると思われる。また学校経営計画の方法論の面では、計画作成の条件をどのよう在要因や

展開過程で構造的K把握していくか左ども看過できない問題である。それは計画作成過程の課題

であるともいえよう。いいかえれば、計画そのものが、学校教育を支える内部的組織条件と行財

政的諸条件との関連托公いていかK考えられるべきなのかの問題である。視角をかえれば、計画

作成Kとって必要な目標や課題等の選択や決定K関して学校・教職員が、それぞれ固有の立場か

らいかなる役割機能を果たすべきなのかの問題でもあるといえる。学校経営計画を学校教育その

ものが孤立して存在するものでは左く、教育政策、行財政的状況と条件の中で構想されていくも

のとの立場をとれば、学校の教育行政機関、地域社会の要請との関連托ないて構想され展開され

るべきものであろうし、そうした観点の問題検討も究められるべき課題であろう。

2. 学校経営組織と計画論

学校経営計画は今日の段階で一般的K考えられているのは、学伎の内部組織の構成とその運営

を効率的K展開するための実践案としてのものという意味K卦いてである。計画ないしその樹立

（計画策定）が事業の自的を達成するためK在すべきことと、それを在す方法とを概略的 K描き

出すことである、（注 6）という解釈K立てば、それを学校K適用して効率的展開のための学校

の内部的組織と運営の実践案と規定することができるO ニューマンKいわせれば、「計画はなす

べきことを前もって決定することである。す左わち計画はニ予定された行動案である」からである。

（注 7 ) 経営計画を一般的在意味でどのように捉えるかの問いに対しては、予定された行動案

として答えることができるが、学校経営K公ける経営計画を考えるにあたっては、検討され左け

ればならない問題がある。

すなわち、まず学校経営計画が学校の経営組織と運営を効率的K展開していくための実践案（

行動案）というとき、すでK定義した意味での計画として規定されるべき四つの特質を内包して

いるものであることが必要である。 （注 8) さらKとく K検討されなければ走ら老いのは、学

校経営の組織をいかなる対象範囲のものとして理解するかの問題である。学校経営組織は、今日

さまざまな必ずしも確定し左い学校経営概念のもとで、広狭多様K把握されている。したがって、

学校経営計画を学校の経営組織と運営を効率的K展開して教育目標を達成していくための行動案

と規定するだけでは、対象となる経営組識が学校それ自体托留まるもの左のか、さら Kより広い

学校の社会的。行政的領域主で包含するものであるのかが不明確であるからであるの

学校経営を単一学校の経営K隈定していく立場K立てば、学校経営計画は学校内部の組織運

営の意思決定と実践の方向・内容を規定する予定された行動案として限定されてくる。現在一般

にいわれる学校経営計画は、多くはこの狭く限定された計画として把握されている。しかし、学
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校経営概念は必ずしも単一学校の経営に限られるものではなく、学校教育の実際的実践機関とし

ての学校を中心とするとしても、学校教育を支える社会的行政的機構を総体的K考恵比入れた「

経営組織体」をもって学校経営組織と捉える立場もあるO 学校教膏K関する経営機能の社会的行

財句基盤を学校外の諸要因や諸条件を考慮K入れて考察するとの立場である。そのよう左拡大解

釈された経営組織体が現実K存在するといえるかどうかの反論もあるが、厳密左検討をとんにち

在卦要求される段階Kあるとはいえ、学校教育K関する経営機能の基盤や条件が学関虫自 K形成

され完結するもので左いととを考えれば明らかである。学校教育の計画策定の何よりも方向と内

容を規定する教育目標の設定あるいは組織編成の諸条件等は、学校が自由に選択し決定しうるも

のでは左い。むしろきわめて大きな社会的行財政的要因と条件の中で規定されてくる。学校の教

育目標遂行のための組織と運営は、ある限定され特定された条件下K公ける操作管理（ opera-

tive management）としての性格が強いともいえる。

このことは、そのとと故K学校の経営的自主性または独自性を否定するものではない。学校は

所与の条件下にあって実践的目標の設定、組織運営の行動をとりうるし、またそれが保障される

ことによって、教育活動の実際を学習者に直接適用改善していくことが可能でなければ左ら左い

し、その責任機関で毒るからである。学校経営計画は、直接的には、学校の教育活動の実際の方

向と内容を予定する行動案であるが、それだからといって学校内部の目標達成のための意思決定

K基づく組織と運営Kのみ限定されるものでは左い。学校を規定する外的諸条件と機構をも包含

した学校教育K関する経営的行動案左のである。

3. 学校経営計画の主体

学校経営計画が直接的K対象とする領域は、学校そのものである。しかし学校を形成し教育機

関として活動するさまざまな要素を確保し、運営の実際を成り立たせる学校の外的条件と機構を

も対象のわく内K入れていくことによって、現実に機能する学校の経営計画と左る、との考え方

からすれば、学校経営計画の主体は単純K校長であるとばかりはいえ左い。学校経営が、それぞ

れの学校単独に成立し展開されるものであるとの考え方K立てば、現在の状況下では学校経営は、

内部組織と運営に関する操作管理（ opera t i v e manage men t ）的左ものとして．所与の

自標、条件の下での予定された行動案を立てるととK左ろう。学校経営はいわゆる「独立した経

営体Jとしての組織と運営K関する内部的経営管理であって、経営計画はしたがって学校の管理

運営の責任者である校長陀よって樹立され、主体は校長であるという乙とKなる。学校を相対的

陀独立した経営体とみる観点もあるが、相対的ではあっても学校自体K経営的自律性を自己完結

的K認めていくととを根底K公いてなり、基本的Kはその場合も学校経営計画は学校の内部経営

管理花関するものであって、計画の主体は校長ということKなる。これがこんにち一般K是認さ

れる学校経営計画の主体K対する解釈である。しかし、すでK述べたよう K、学校経営を社会的

行政的対象領域まで拡大して、総合的左学校教育児関する経営的活動とする拡大された解釈に立
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てVi、学校経営計画の主体は、必ずしも校長単独に留まら左いものとなる。

学校経営を単一の学校の経営管理としてではなく、設置者管理主義的立場から、教育行政単位

である教委を学校経営の単位組織として担握する観点からは、教委K学校経営計画の主体がある

こと Kなる。教委は学校の設置管理者であるだけでなく、学校教青の展開児必要な教職員編成、

教育課程、教科書、施設設備、教職員研修、児童生徒就学等の管理を行う（地教行法第23条）。

学校の組織編成と管理運営について全体的な責任を持ち活動を行っていく機関である。現実Kは

教委は、学校教育K関する基本的諸事項Kついて、「管理及び執行する」機関として存在してい

るが、本来、教委は公正な民意KよD、地方の実情K即した教育行政を行うためK設けられたも

ので、教育本来の目的を達成することを白的としている。（注 9）戦後の麗史の過程で、教委の

性格は大きく転換してきているが、教委の位置と役割のあるべき姿は学校の教育活動K対する教

育本来の自的を達成する経営的機能の展開であり、その上K立った管理運営であろう。したがっ

て最近の「学校の特性と地域の実情に即した教育課程の編成及び学校管理運営のあり方 Jが強調

される動きは注目されるし、学校だけではなく教委の経営的機能の再確認である、というところ

まで発展していくな仏教委本来のあり方が確立されるとと Kもなる、という意味で望ましいこ

とである。

教委は学校教育Kついての行政的施策の単なる管理執行の機関であるのではをく、教育の自

的を達成するためK機能する必要な諸条件の整備と管理運営を経営的発想をもとK行う責任機関

である。教委の組織の拡充が伴なわなければ、現状での教委K経営的諸活動を期待することには

無理があり、また教委の行財政的条件ゃ基盤の再検討を図らなければ左ら左い面もある。けれど

も教委を学校経営の単位組織と考えていく構想は、決して要問見実的なものとばかりはいえ左い。

昭和 20年代l疋卦ける教委需IJJ震下にあって、地域学校教育の計画的管理運営が、教委を単位とし

て展開していたこともある。少なくとも当時に ないては．教委を単位とする教育の経営的意思決

定と学校の組織・運営の計画策定の可能性は、こんにちよりはるかに高かったのである。

学；校経営とその経営組織を以上のように考えると、学校経営計画は、学校教育K関する経営的

行頭集であって、教委が主体となって策定するものであるといえる。「経営計画は、学校全体の

立場から総合的な計画として設定される」との定義の意味は、そこでは、教委が地域の（管轄下

の）学校全体の 状況を配慮して総合的左計画を策定する、ということに在る。地域の実態K

~p した経営計画が教委K よって策定されていくことがいうまでもなく前提Kなる。国の教育政策

・行政施策を地域の実態と学校の特性に照、して、教育自標達成にふさわしい学校経営の行動案を

樹立していく役割を教委が果たしていくわけである。

教委が経営計画の主体と左るという場合、学校教育の直接の担レ手である「学校J＝校長はど

うなるのか、が検討されなければならない問題である。学校経営が概念的K拡大きれた経営の意

味托なけるものであり、地域社会・教委を単位とする経営として把握される場合でも、校長が経

営管理から除外されるのではない。単一の学校経営概念Kないて校長が経営の責任者であり、計

画の主体であると規定して、教委はいわゆる「学校経営」の将外Kなかれるのとは違うというこ
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とであって、教委を主体として構想する経営概念では、学校の段賠托公ける経営管理の機能の存

在を認めるのである。教委の経営機能が地域の総合的全体的経営であり、校長のそれは、当該学

校自体の経営機能忙中心がなかれるという違Iのである。学校経営は、教委、学校それぞれK独自

の機能領域と内容が「分掌」される対象として存在すると考える。例えば地教行法第 2 3条K規

定される如きものが、教委の行う学校経営の機能領域と内容である。重要左 ζ とは、それがあく

まで行政法学的管理・執行なのではなく、経営学的論理を基礎とする経営管理作用として行われ

るものであるということである。学校になける校長の経営は、関係法規でいえば地教行法第 2 3 

条、第 33条との関連Kなける学校管理規則等を基底K全くと同時に、単なるその遵奉主義的管

理運営では左〈、創造的な教育目標達成のための地域・学校・学習者の条件K郎応した経営を展

開していくことである。校長の学校経営は卦かれている位置と職務権限から教委と同一で左いこ

とはいうまでも左い。学校教育K直接関係ある諸要素、条件を中心とする組織運営が対象領域で

あり内容である経営の主体と左る。

しかしιL上のような校長の学校経営が、学校内部の組織運営K限定される操作管理的左クロー

ズドされた経営であると解されてはなら左い。学校経営を校長の教育上の立場と職務権限K立与、い

て展開していくのであり、教委は各学校と地域社会全体の経営的展開を、教委の立場と職務権限

から推進していくのである。つまり教育目標達成のために、「学校のあるべき経営 J(IC向けて、

両者が協働していくのである。その際、教委の行う経営は、各学校での校長の経営を基礎Kして、

それを支え推進していく方向で、経営活動の内容を構成していくととになろう。学校経営の自主

性は、教委と学校にそれぞれ富有の経営領域と内容が機能的K存在する、と考える方がより明確

化されるだろう。両者を教育行政と学校経営ー一実体は下級機関としての操作管理的色彩が濃厚

左のだがーーとして捉えるとと Kよって学校経営の自主性を主張するととは、かえって学校経営

の自主性をあいまい左ものにするなそれがある。校長の学校経営が、教育行政の下級機関的学校

内部の操作管理的な実態を有するとき、教育行政は行政（管理執行）の論理をもって校長の経堂

活動K浸透しやすく、行政の論理で学校の教育活動を包みこむことK在るからである。学校経営

計画は、教委を主体とする拡大された経営概念K台いても、学校関者医卦いては、学校盟有の経

営計画か存在し、計画策定の主体は校長である。その校長の学校経営計画が策定過程K公いて教

職員の参加を前提にして行われるものであることはいうまでも 7まい。学校経営計画をいかKっく

りあげていくかの過程での教職員の参加の問題やその他の諜題Kついては、すでK第 1巻の論理

（注 10 ) (IC卦いて論じているので、ここでは改めて触れ左いこと Kする。

米 来 来

本稿はさき K第 1巻で論じた学校経営計画K関連するものであれ学校と地方教育行政機関と

の関連に卦ける計画論の序論的論述を試みたものである。教育政策・行政制度的レベルの経営的

構造と機能の計画論の構想、の一端を示したに過ぎないが、その学校経営研究になける経営計画論

の構想、が、学校を核として檎戎してい〈方向と内容をいかなるものとして措いていくかが、在公

残されている課題である。
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注

(1）拙稿、現代学校経営計画論、学校経営研究、第 1巻、大塚学校経営研究会、昭. 5 1、p.10 

(2) 伊藤和衛．佐々木渡、新版学伎の経営管理、高陵社、昭. 4 5、 pp . 4 8～ 5 0 

(3) 前書、 p . 1 9 4 

(4) 前書、 pp . 1 9 5～ 1 9 7 

(5) 前書、 p. 2 1 7 

(6) Luther Gul ick,Notes on the Theory of Organization,Papers 

o n the Sc i en c e of Adm i n i s tr at i on , 1 9 3 7、 p. 1 3 

(7) Wi l 1 i am H. Newman , Adm i n i st rat iv e Act i on, 1 9 5 8、 p. l 5 

(8) 拙稿、現代学校経営計画論．学校経営研究、第 1巻、 p . 1 0 

(9) ！日教育委員会法（紹. 2 3 ）第 1条、！日教委法では、地方教育行政機関としての教委が、ど

のようなものとして設立されたかの理念が．条文として規定されていた。

同拙稿、現代学校経営計画論、学校経営研究、第 1巻、 pp . 1 5～ l 7 
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